
号

外

一�
平

成
十
九
年

六

月

一

日

目

次

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
改
正

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

｢

第
一
章
の
二

衆
議
院
議
員

お
け
る
郵
便

目
次
中｢

第
一
章
の
二

選
挙
長
等
の
告
示(

第
一
条
の
二)

｣

を

る
日(

第
一

第
一
章
の
三

選
挙
長
等
の

又
は
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
に

等
に
よ
る
在
外
投
票
の
投
票
用
紙
等
を
発
送
す

条
の
二)

に
改
め
る
。

告
示(

第
一
条
の
三)

｣

第
一
章
の
二
中
第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
三
と
す
る
。

第
一
章
の
二
を
第
一
章
の
三
と
し
、
第
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
一
章
の
二

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
に
お
け
る
郵
便
等
に

よ
る
在
外
投
票
の
投
票
用
紙
等
を
発
送
す
る
日

(

在
外
投
票
の
投
票
用
紙
等
を
発
送
す
る
日)

第
一
条
の
二

在
外
選
挙
執
行
規
則(

平
成
十
一
年
一
月
二
十
六
日
自
治
省
令
第
二
号)

第
二
十
三
条

第
三
号
に
規
定
す
る
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
日
は
、
次
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阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
六
月
一
日



の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙(

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
統
一
対
象
再
選
挙
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

又
は
補
欠
選
挙
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る

場
合

九
月
十
六
日
か
ら
翌
年
の
三
月
十
五
日
ま
で
に
当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場

合
は
当
該
期
間
の
直
後
の
三
月
十
六
日
、
三
月
十
六
日
か
ら
そ
の
年
の
九
月
十
五
日
ま
で
に
当
該

選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
当
該
期
間
の
直
後
の
九
月
十
六
日

二

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
が
法
第
三
十
三
条
の
二
第

三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
旨
を

県
委
員
会
が
告
示
し
た
日
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
六
十
日
に
当
た
る
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日

三

衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
が
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

行
わ
れ
る
場
合
又
は
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
統
一
対
象
再
選
挙
若
し
く
は
補
欠
選

挙
が
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
旨
を

県
委
員
会
が
告
示
し
た
日

２

法
第
三
十
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中｢

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由｣

と
あ
る
の
は｢

同
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由｣

と
、
同
項
第
二
号
中

｢

当
該
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由｣

と
あ
る
の
は｢

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由｣

と
、
同
項
第
三
号
中｢

当
該
選
挙
を

行
う
べ
き
事
由｣

と
あ
る
の
は｢

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
遅
い
方
の
事
由｣

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
十
九
年
六
月
一
日
印
刷

平
成
十
九
年
六
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


